
広報広聴常任委員会会議録 
 

 

１ 日  時  令和２年７月２０日（月）  

９時５６分開会  １０時５９分閉会  

 

２ 会議場所  役場３階第２委員会室  

 

３ 出席議員  委員長：佐藤幸一 副委員長：深沼達生  

        委 員：川上 均、山下清美、中河つる子、加来良明  

        議 長：桜井崇裕  

 

４ 事務局   事務局長：田本尚彦、次長：宇都宮学、係長：鴇田瑞恵  

 

５ 説明員   なし  

 

６ 議  件  

 

（１）議会だより第１６２号の発行について 

（２）その他 

 

７ 会議録    別紙のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広報広聴常任委員会 【開会  ９：５６ 閉会 １０：５９】 令和２年７月２０日 

 

 

（１）議会だより第 162号の発行について 
 

協議事項・協議結果 

議会だより第 162 号の校正原稿について、事務局より説明を受けて、紙面内容を以下

のとおり協議した。 

 

【休憩 １０：１０（紙面一読のため休憩）】 

【再開 １０：２１】 

 

・表紙 

 担当委員（佐藤委員長）より、表紙写真について７月 13 日に交通少年団の啓発指導

の写真を撮影した旨の説明があった。 

 委員より、目次の「議会報告会と町民との意見交換会は中止します」は、既に決定

された事項かの質疑があり、議長より、無期限延期となっている議会報告会と町民と

の意見交換会の今後の対応については７月２７日に開催の議会運営委員会で協議する

との説明があった。議会事務局からは、議会運営委員会の協議結果にそった目次内容

とするとの説明があった。 

・２Ｐ（令和２年第４回定例会における議長の辞職関連記事） 

 委員より、上から３段目の「議長の態度として「否」とすることが現状維持の原則

にかなうとされていますが、法的な拘束力はなく、最終的には議長の判断に委ねられ

ています」の部分は、今日的には合わない原則となっていることから削除するか違う

文言に修正すべきとの意見があり、委員会で検討した結果、そのように決定した。事

務局においては、違う文言に修正するとの説明があった。 

・３Ｐ（令和２年第４回定例会における議長の辞職関連記事） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・４～５Ｐ（令和２年第４回定例会における特集記事） 

委員より、５Ｐの賛否が分かれた案件のうち、令和２年度一般会計補正予算（第５

号）の設定（6/8）における各議員の賛否が非公表となっている理由についての質疑が

あり、事務局より、賛否公表をすると賛成者が６名となり可否同数となり、議長の判

断（賛成多数）と異なるので、各議員の賛否の欄に「賛成多数と判断」（賛否非公表）

と記載したとの説明があった。 

その後、委員より、令和２年度一般会計補正予算（第５号）の設定（6/8）について

は、各議員の賛否は公表すべきではとの意見があり、委員会で協議をした結果、賛否

公表をすることとし、議決結果の欄に、議長が賛成多数と判断と記載することとなっ

た。 

・６～７Ｐ（令和２年第３回臨時会・第４回定例会審議結果） 

委員より、７Ｐの「本議会における採決」の説明の際に使われている「事件」とい

う用語はもう少し分かりやすい用語にしてはとの意見があり、事務局から他の言い方

を検討するとの説明があった。 

・８Ｐ（請願・意見案） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・９Ｐ（一般質問） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・10Ｐ（一般質問） 

 中河議員の一般質問の見出しと答弁について、夏休みの短縮における学校の暑さ対

策ではなくて、一斉休校になった際の教育の格差対策をメインにしたほうがいいと

の意見があり、質問者と質問担当者・事務局と協議をして修正することとなった。 



・11Ｐ（一般質問） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・12Ｐ（一般質問） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・13Ｐ（一般質問） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・14Ｐ（一般質問） 

 質疑なし。案のとおり進める。 

・15Ｐ（一般質問） 

 質疑なし。案のとおり進める。 

・16Ｐ（委員会レポート・閉会中の委員会活動） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・17Ｐ（議会報告会と町民との意見交換会・臨時会ダイジェスト・議会のうごき） 

質疑なし。案のとおり進める。 

・18Ｐ（町民にインタビュー・表紙の写真・議会の傍聴案内） 

 町民の声の担当委員（川上）より、内容について再度、本人に確認したい旨の説明

があった。 

質疑なし。案のとおり進める。 

 

 

（２）その他 

協議事項・協議結果 

 次回（４回目）の委員会は７月３１日（金）13:00 から開催することに決定した。 


